
 

所沢市地域公共交通協議会 運賃協議部会 次第 

 

日時：令和５年１２月２６日（火）午後１時から 

場所：所沢市役所５階 ５０２会議室      

 

１ 開 会 

２ 議 事 

（１）三ケ島地区ところワゴンの運賃に関する協議 

３ 閉 会 

 

～ 資 料 ～ 

１ 道路運送法第９条第５項に基づき提出された意見 

２ 道路運送法第９条第４項及び同法施行規則第９条第２項に掲げる 

協議が調っていることの証明書（運賃表を添付） 



道路運送法第９条第５項に基づき提出された意見
期　間： 令和５年１２月１日～１２月１４日の２週間
方　法：

対応

キャッシュレス決済の導入と併せて今後検討します。

①料金収受を簡易な形にすることで、定時性の確保に効
果があり利用者のメリットとなるため、一律おとな200
円（こども100円）の運賃を採用します。
②１日乗車券（500円）にて対応しています。
③所沢市民を対象とした割引として、高齢や障害をお持
ちの方には、特別乗車証にて割引を実施しています。
④キャッシュレス決済の導入と併せて今後検討します。

ー

市広報紙、ホームページにより告知。
都市計画課に提出、郵送、ファクシミリ、電子メール、電子申請のいずれかの方法で提出。

私は、会社帰りに時間が、合うと三ヶ島GOを狭山ヶ丘駅から利用していま
す。「来年度から本格運行する」と聞きとても助かります。そこで1つ要望な
んですが回数券(10枚等)を発行していただければありがたいです。小銭を毎
回用意するのが意外と手間になるからです。よろしくお願いします。

意見

①乗車する距離が短くても長くても一律200円はおかしい。
②乗り継いで目的地まで行きたい時には、倍の金額がかかっていますが、乗
り継ぎの場合の割引きがあっても良いのではないか。
③利用者のほとんどが市民なのに、市民も他市民も同じ金額はおかしい。
④利用するのは、車が運転できない方が多いはずなので、回数券などを作っ
ても良いのでは。

（※①～④の番号は、事務局追加）

意見・理由　特になし。（交通事業者より）

資料1



（案） 

道路運送法第９条第４項及び同法施行規則第９条第２項に掲げる 
協議が調っていることの証明書 

 
 
 令和５年１２月２６日付け所沢市地域公共交通協議会運賃協議部会において、下記事

項に関し、協議が調ったことを証明する。 
 
 

記 
 

１．協議が調っている運賃（料金）の種類、額及び適用方法 
 
運賃の種類、適用方法及び額については別添運賃表のとおり 

 
 

２．運賃（料金）を適用する路線又は営業区域 
 
三ケ島地区ところワゴン 

    路線の新設：林・糀谷ルート、三ケ島ルート、若狭ルート 
 
 

３．適用する期間又は区間その他の条件を付す場合には、その条件 
 
令和６年４月１日から実施 

  
 
 ４．運賃を定める一般乗合旅客自動車運送事業者の氏名又は名称 
 
   西武ハイヤー株式会社 
 

令和  年  月  日 
 

所沢市地域公共交通協議会 
運賃協議部会 






